
身近なまちの防災施設整備事業補助金

申請の手引き

R８.４月発行

横浜市都市整備局防災まちづくり推進課

＜お問合せ＞
〒231-0005 横浜市中区本町 6 丁目 50 番地の 10
０４５－６７１－３５９５
tb-bousai@city.yokohama.lg.jp

※地区別に担当が分かれています。会議や出張等で担当者が不在の場合もありますので、事前相談や
申請手続き等でご来庁される際は、あらかじめご連絡ください。

工事業者等と契約する前に、必ず補助金交付申請を行い、本市か
ら交付する「補助金交付決定通知書」を受領してください。

補助交付申請の書類審査は約30日程度要します。
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 横浜市では、「燃えにくく、住みやすいまち」の実現に
向けた取り組みを進めています。
   地震火災の被害をおさえ、共助による防災活動を活性
化するため、自治会町内会等が行う防災施設（避難経路、
防災設備、防災広場）の整備等に対し補助を行います。

身近なまちの防災施設整備事業補助金とは？



１．対象施設と補助率・補助上限額

※重点対策地域又は対策地域において、横浜市地域まちづくり推進条例に基づく認定を受けたプラン（防災
まちづくりを目的としたものに限る。）に基づいた整備等を、そのプランを運用する地域まちづくり団体が申
請する場合は、上限額が500万円となります。

‐２‐



１．対象施設と補助率・補助上限額

‐３‐



２．補助対象エリアの確認方法

整備する場所によって補助率や上限額が異なり
ます。
重点対策地域と対策地域の詳細は、本市ホーム
ページの地震火災対策のエリアについて（重点
対策地域と対策地域）のページか、iマッピー
（行政地図情報提供システム）からご確認いた
だけます。

≪iマッピ―操作方法≫

①「マッピ―」を選択

②「iマッピ―」を選択

③利用規約を確認して
「同意する」を選択

④住所または地番から検索

⑤ 「表示切替」について、初期表示では「用途
地域」が選択されていますが、「建築協定区域
その他建築基準法の区域等」を選択

◆重点対策地域
→「不燃化推進地域」と表示されます。
◆対策地域
→「密集市街地における地震火災対策計画
（対策地域）」と表示されます。

‐４‐

対策地域

重点対策地域

※i-マッピーでは、地区の境界が不正確である可能性があります。境界に近い土地の場合は、お手数おかけしますが、
防災まちづくり推進課（045-671-3595）までお問い合わせください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/bosai/jishinkasai/taishyoarea.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/bosai/jishinkasai/taishyoarea.html
https://wwwm.city.yokohama.lg.jp/yokohama/Portal
https://wwwm.city.yokohama.lg.jp/yokohama/Portal
https://wwwm.city.yokohama.lg.jp/yokohama/Portal


３．申請の主な流れ

補助金交付決定通知後に工事 の実施 （契約 ⇒ 着手 ⇒ 完了）

事前相談
! 窓口にお越しいただく場合は、会議や出張等で担当者が不在の場合もありますので、あらかじ

めご連絡ください。
代理受領（P22 Q16～17参照）を希望される場合は必ず事前相談の際にお知らせください。

補助金交付申請書等 の提出
! 必ず、工事の契約前に「補助金交付申請書」を提出してください。

横浜市から補助金交付決定通知書 の交付

完了報告書等 の提出

!
工事の完了、工事代金の支払い後に提出してください。
必ず、申請した年度内に提出してください。

横浜市から補助金額確定通知書 の交付

補助金交付請求書 の提出

補助金の支払い

約３０日

約２～３週間

３０日以内

申請者

申請者

申請者

申請者

横浜市

横浜市

横浜市

申請者

‐５‐

提出書類P７～1１参照

提出書類P７～11参照

! 申請内容に変更がある場合は、変更に係る申請が必要な場合があるため、事前に
ご相談ください。

額確定通知書のコピー
口座番号が確認できる通帳等のコピー! 添付書類

提出書類P７～11参照

• 事前相談を行い、補助の対象となるか申請前に確認してください。
• 手続きには所定の期間が必要となりますので、工事の契約の前（３０日前）までに「補助金交付申請

書」を提出できるように、ご準備ください。補助金交付決定通知書の交付より前に契約をした場合
や、工事に関する金銭の支払い(契約金や前金など)があった場合は、補助の対象とはなりません。

• 補助金交付決定を受けた年度の2月末日までに「完了実績報告書」を提出できるよう、スケジュー
ルを立ててください。

• 予算に限りがあるため、年度途中で受付を締め切る場合があります。

!

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/bosai/hojoshinsei/mijika/midika.files/13seikyuu.docx


５．申請書類様式のダウンロード

要 件 欄

エリアの確認（P４参照）
※エリアによって、補助率と補助金の上限額が変わります

工事契約前である

新規の整備・設置である 
※建替え・修繕・交換等は対象外です

行政からの他の補助金は受けない

整備した施設を10年以上維持管理する

土地・建築物所有者の承諾を得ている

要 件 欄

10年間以上本市へ無償での貸与が可能

面積が40㎡以上であること

防災訓練等の地域防災活動に活用できる場所

平常時に不特定多数の人が利用でき、かつ、地域コミュニティ形成等に利用
できる場所

【共通要件】

‐６‐

すべてあてはまるかチェック！！

防災広場については、下の要件にも
該当する必要があります

４．補助要件チェック表

申請書類や参考様式はホームページからダウンロードいただけます。
必要書類はP７～１１、記入例はP13～17をご確認ください。

横浜市 身近補助

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/bosai/hojoshinsei/mijika/midika.html


✓欄

1 【第１号様式】身近なまちの防災施設整備事業補助金交付申請書

２ 【第２号様式】身近なまちの防災施設整備事業補助金収支予算書

３ 事業計画書【別紙１】

４ 案内図、現況写真

５ 整備計画図（配置、寸法、仕様等）及びメーカーの推奨する工法が分かる書類

６
整備を実施する敷地の権利関係を明らかにする書類（土地全部事項証明書、建物全部事項
証明書、公図等） ※最新情報が明記された証明書（コピー可） ※市有地の場合は提出不要

７
補助対象事業実施に関する関係権利者の承諾書【参考様式あり】

又は公共施設管理者の承諾が確認できる書類

８ 維持管理等に関する協定書又は誓約書等【誓約書の参考様式あり（公園に設置・私有地に設置）】

９
見積書（２者以上）  
※まちの防災設備である旨（例：防災倉庫 〇〇町内会）の名入れ費用も見積りに計上
※見積書の金額が（税込）100万円以上の場合は本社が市内にある事業者から見積もりを取ること

10
見積書の徴収の相手方が市内事業者であることを証する書類
※商業登記簿（全部事項証明）（コピー可）又は市内事業者であることを報告する書類【参考様式あり】
※見積書の金額が（税込）100万円未満の場合は不要

1１ ＜申請者が自治会町内会等の団体以外の場合＞ 自治会町内会等の団体からの要望書

1２ ＜私有地に防災倉庫を設置する場合＞ 防災倉庫に収納する資機材リスト【参考様式あり】

申請内容に変更があった場合は、 あらかじめ 補助金交付変更申請書 を提出していただく
必要があります。その際は相談ください。

６-１．提出書類（防災設備編） 防災倉庫・防災掲示板等

‐７‐

✓欄

１ 【第10号様式】身近なまちの防災施設整備事業完了報告書

２ 【第11号様式】身近なまちの防災施設整備事業補助金収支決算書

３ 契約書等のコピー

４

＜防災倉庫の設置において、建築確認申請を要する場合＞
建築基準法に基づく建築確認申請書及び検査済証のコピー
※公園（市有地）に設置する場合は延べ面積が５㎡、私有地に設置する場合は２㎡を超えると建築確認申請が必要
となります。

５ 領収書のコピー

６ 施工写真・完成写真（遠景・近景・土地等に定着していることが分かるもの）

７ 交付決定通知書のコピー

※土地・建物の所有者や補助要件等を確認するために上記以外の書類の提出を求めることがあります。

記入例P1３参照

記入例P1４参照

記入例P1５～17参照

見積書の注意事項 P１２参照

２．完了報告

✓欄

１ 【第1３号様式】身近なまちの防災施設整備事業補助金請求書

２ 額確定通知書のコピー

３ 口座番号が確認できる通帳等のコピー ※通帳は表紙裏面の見開きページをコピーしてください

３．請求

１．補助金交付申請

※防災施設の設置後、５年ごとを目安に「維持管理報告書（参考様式あり）」の提出を求める場合があります。

記入例P1８参照

記入例P1９参照



✓欄

1 【第１号様式】身近なまちの防災施設整備事業補助金交付申請書

２ 【第２号様式】身近なまちの防災施設整備事業補助金収支予算書

３ 事業計画書【別紙１】

４ 案内図、現況写真

５ 整備計画図（配置、寸法、仕様等）

６
行き止まり改善を実施する敷地の権利関係を明らかにする書類（土地全部事項証明書、建物全部事
項証明書、公図等）
※最新情報が明記された証明書（コピー可） ※市有地の場合は提出不要

７ 補助対象事業実施に関する関係権利者の承諾書【参考様式あり】

８ 維持管理等に関する協定書（コピー）

９ 見積書（２者以上）
※見積書の金額が（税込）100万円以上の場合は本社が市内にある事業者から見積もりを取ること

10
見積書の徴収の相手方が市内事業者であることを証する書類
※商業登記簿（全部事項証明）（コピー可）又は市内事業者であることを報告する書類【参考様式あり】
※見積書の金額が（税込）100万円未満の場合は不要

1１
＜申請者が自治会町内会等の団体以外の場合＞
自治会町内会等の団体からの要望書

申請内容に変更があった場合は、 あらかじめ 補助金交付変更申請書 を提出していただく
必要があります。その際は相談ください。

６-2．提出書類 避難経路（行き止まり改善）編

‐８‐

✓欄

１ 【第10号様式】身近なまちの防災施設整備事業完了報告書

２ 【第11号様式】身近なまちの防災施設整備事業補助金収支決算書

３ 契約書等のコピー

４ 領収書のコピー

５ 施工写真・完成写真（遠景・近景）

６ 交付決定通知書のコピー

※土地・建物の所有者や補助要件等を確認するために上記以外の書類の提出を求めることがあります。

記入例P1３参照

記入例P1４参照

記入例P1５～17参照

見積書の注意事項 P１２参照

１．補助金交付申請

２．完了報告

✓欄

１ 【第1３号様式】身近なまちの防災施設整備事業補助金請求書

２ 額確定通知書のコピー

３ 口座番号が確認できる通帳等のコピー ※通帳は表紙裏面の見開きページをコピーしてください

３．請求

記入例P1８参照

記入例P1９参照



✓欄

1 【第１号様式】身近なまちの防災施設整備事業補助金交付申請書

２ 【第２号様式】身近なまちの防災施設整備事業補助金収支予算書

３ 事業計画書【別紙１】

４ 案内図、現況写真

５ 測量の範囲が分かる図面

６
事業を実施する避難経路及び避難経路に接する敷地の権利関係を明らかにする書類（土地全
部事項証明書、建物全部事項証明書、公図等）
※最新情報が明記された証明書（コピー可） ※市有地の場合は提出不要

７ 避難経路の中心杭等設置に係る確認書

８ 維持管理等に関する協定書（コピー）

９ 見積書（２者以上）
※見積書の金額が（税込）100万円以上の場合は本社が市内にある事業者から見積もりを取ること

10
見積書の徴収の相手方が市内事業者であることを証する書類
※商業登記簿（全部事項証明）（コピー可）又は市内事業者であることを報告する書類【参考様式あり】
※見積書の金額が（税込）100万円未満の場合は不要

1１
＜申請者が自治会町内会等の団体以外の場合＞
自治会町内会等の団体からの要望書

申請内容に変更があった場合は、 あらかじめ 補助金交付変更申請書 を提出していただく
必要があります。その際は相談ください。

６-3．提出書類 避難経路（中心杭）編

‐９‐

✓欄

１ 【第10号様式】身近なまちの防災施設整備事業完了報告書

２ 【第11号様式】身近なまちの防災施設整備事業補助金収支決算書

３ 契約書等のコピー

４ 領収書のコピー

５ 避難経路の中心杭等設置に係る報告書

６ 施工写真・完成写真（中心位置等）

７ 交付決定通知書のコピー

※土地・建物の所有者や補助要件等を確認するために上記以外の書類の提出を求めることがあります。

記入例P1３参照

記入例P1４参照

記入例P1５～17参照

見積書の注意事項 P１２参照

１．補助金交付申請

２．完了報告

✓欄

１ 【第1３号様式】身近なまちの防災施設整備事業補助金請求書

２ 額確定通知書のコピー

３ 口座番号が確認できる通帳等のコピー ※通帳は表紙裏面の見開きページをコピーしてください

３．請求

記入例P1８参照

記入例P1９参照



✓欄

1 【第１号様式】身近なまちの防災施設整備事業補助金交付申請書

２ 【第２号様式】身近なまちの防災施設整備事業補助金収支予算書

３ 事業計画書【別紙１】

４ 案内図、現況写真

５ 整備計画図（配置、寸法、仕様等）

６
事業を実施する避難経路の土地の権利関係を明らかにする書類（土地全部事項証明書、建
物全部事項証明書、公図等）
※最新情報が明記された証明書（コピー可） ※市有地の場合は提出不要

７ 補助対象事業実施に関する関係権利者の承諾書【参考様式あり】

８ 維持管理等に関する協定書（コピー）

９ 見積書（２者以上）
※見積書の金額が（税込）100万円以上の場合は本社が市内にある事業者から見積もりを取ること

10
見積書の徴収の相手方が市内事業者であることを証する書類
※商業登記簿（全部事項証明）（コピー可）又は市内事業者であることを報告する書類【参考様式あり】
※見積書の金額が（税込）100万円未満の場合は不要

1１
＜申請者が自治会町内会等の団体以外の場合＞
自治会町内会等の団体からの要望書

申請内容に変更があった場合は、 あらかじめ 補助金交付変更申請書 を提出していただく
必要があります。その際は相談ください。

６-4．提出書類 避難経路（安全対策）編
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✓欄

１ 【第10号様式】身近なまちの防災施設整備事業完了報告書

２ 【第11号様式】身近なまちの防災施設整備事業補助金収支決算書

３ 契約書等のコピー

４ 領収書のコピー

５ 施工写真・完成写真（遠景・近景）

６ 交付決定通知書のコピー

※土地・建物の所有者や補助要件等を確認するために上記以外の書類の提出を求めることがあります。

記入例P1３参照

記入例P1４参照

記入例P1５～17参照

見積書の注意事項 P１２参照

１．補助金交付申請

２．完了報告

✓欄

１ 【第1３号様式】身近なまちの防災施設整備事業補助金請求書

２ 額確定通知書のコピー

３ 口座番号が確認できる通帳等のコピー ※通帳は表紙裏面の見開きページをコピーしてください

３．請求

記入例P1８参照

記入例P1９参照



✓欄

1 【第１号様式】身近なまちの防災施設整備事業補助金交付申請書

２ 【第２号様式】身近なまちの防災施設整備事業補助金収支予算書

３ 事業計画書【別紙１】

４ 案内図、現況写真

５ 整備計画図（配置、寸法、仕様等）

６
事業を実施する避難経路の土地の権利関係を明らかにする書類（土地全部事項証明書、建
物全部事項証明書、公図等）
※最新情報が明記された証明書（コピー可） ※市有地の場合は提出不要

７ 整備又は使用に関する関係権利者全員からの承諾書【参考様式あり】

８ 近隣住民等説明状況報告書

９ 申請する場所の自治会町内会区域図

10 見積書（２者以上）
※見積書の金額が（税込）100万円以上の場合は本社が市内にある事業者から見積もりを取ること

1１
見積書の徴収の相手方が市内事業者であることを証する書類
※商業登記簿（全部事項証明）（コピー可）又は市内事業者であることを報告する書類【参考様式あり】
※見積書の金額が（税込）100万円未満の場合は不要

12
＜申請者が自治会町内会等の団体以外の場合＞
自治会町内会等の団体からの要望書

申請内容に変更があった場合は、 あらかじめ 補助金交付変更申請書 を提出していただく
必要があります。その際は相談ください。

６-5．提出書類 防災広場編
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✓欄

１ 【第10号様式】身近なまちの防災施設整備事業完了報告書

２ 【第11号様式】身近なまちの防災施設整備事業補助金収支決算書

３ 契約書等のコピー

４ 領収書のコピー

５ 施工写真・完成写真（遠景・近景）

６ 交付決定通知書のコピー

※土地・建物の所有者や補助要件等を確認するために上記以外の書類の提出を求めることがあります。

記入例P1３参照

記入例P1４参照

記入例P1５～17参照

見積書の注意事項 P１２参照

１．補助金交付申請

２．完了報告

✓欄

１ 【第1３号様式】身近なまちの防災施設整備事業補助金請求書

２ 額確定通知書のコピー

３ 口座番号が確認できる通帳等のコピー ※通帳は表紙裏面の見開きページをコピーしてください

３．請求

記入例P1８参照

記入例P1９参照



７．見積書の注意事項
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見積書

令和〇年〇月〇日

〇〇町内会 様

以下の通りお見積り申し上げます。
見積期限 ： 発行後〇日以内

工事名 ： △△設置工事

株式会社〇〇 会社印

見積金額 ： 〇〇〇,〇〇〇円（税込）

宛先は申請者名

申請時点で有効期限
内であること 100万円

防災設備は土地、建築物、工作物に
定着するものに限ります。アンカー
工事等、メーカー推奨の工法で施工
してください。
※見積書にはメーカー推奨の工法が分か
る書類も添付してください。

＜防災設備の場合＞
名入れ費用も忘れず
に！

〇
〇
町
内
会

確 認 事 項 欄

２者以上から見積書を徴収しているか？

見積書の金額が（税込）100万円以上の場合は本社が市内にある事業者から見積書を
徴収しているか？

見積書に宛先（申請者名）、発行日、見積有効期限（申請時点で有効期限内であること）
が入っているか？

防災設備の場合には、まちの防災設備である旨を適切な方法で表示するための名入れ
費用が見積書に含まれているか？
例 ： 〇〇町内会 防災倉庫 、△△自治会 防災掲示板



８-１．提出書類の記入例 【交付申請書】
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P１３～1９までは、市有地の公園に防災倉庫を設置する場合の記入例をお示ししています。
申請書等を作成中にご不明点がございましたらお気軽にお問合せください。

申請者(会長等)の自宅
住所
※この欄に記載された住所に
交付決定通知等を郵送します

該当するものにチェック

防災倉庫の設置場所の住所

該当するものにチェック
エリアの確認方法はP４参照

どちらかにチェック

P１６事業計画書で算定した
補助金額を記入してください

どちらかにチェック

申請 完了報告 請求 身近なまちの防災施設整備事業交付申請書（第１号様式）



８-２．提出書類の記入例 【収支予算書】
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P１６事業計画書で算定した補
助金額を記入してください

この２か所の金額は
同額になります

申請 完了報告 請求 身近なまちの防災施設整備事業収支予算書（第２号様式）



８-３．提出書類の記入例 【事業計画書】
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申請者(会長等)の
自宅住所

該当するものにチェック

防災倉庫の設置場所の住所

地域の防災力の向上に資するような取組
について具体的に記入してください

期間の開始日は申請日か
ら１か月後程度先の日付
を記入してください
※申請から交付決定まで平均
で１か月程度かかります

町内会負担分も含めた、
全体の工事費
※補助金の額ではありません

申請 完了報告 請求 身近なまちの防災施設整備事業事業計画書（別紙）１ページ目



８-３．提出書類の記入例 【事業計画書】
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この２か所の金額は
同額になります

申請者(会長等)の自宅住所ここで算定した補助金額を申請書の「交付
を受けようとする補助金の額」と収支予
算書の補助金の欄に記入してください

申請 完了報告 請求 身近なまちの防災施設整備事業事業計画書（別紙）２ページ目



８-3．提出書類の記入例 【事業計画書】
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この２か所の金額は
同額になります

申請 完了報告 請求 身近なまちの防災施設整備事業事業計画書（別紙）３ページ目



８-4．提出書類の記入例 【完了報告書】
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この２か所の金額は
同額になります

申請 完了報告 請求 身近なまちの防災施設整備事業完了報告書（第10号様式）

「交付決定通知書
（第３号様式）」から
転記してください

該当するものにチェック

防災倉庫の設置場所の住所

「交付決定通知書（第３号様式）」から
転記してください
※原則として「交付決定額」と「決算後
の補助金の額」は同額になります
※申請内容に変更がある場合には必
ず事前にご相談ください

その他の必要書類は
P７～11「提出書類」
をご確認ください



８-5．提出書類の記入例 【請求書】
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この２か所の金額は
同額になります

申請 完了報告 請求 身近なまちの防災施設整備事業交付請求書（第13号様式）

「補助金額確定通知書
（第12号様式）」から
転記してください

店番号

△△△

口座番号
普通 △△△△△△△

◇◇銀行

口座名義（カタカナ）

〇〇ﾁｮｳﾅｲｶｲ ｶｲﾁｮｳ ﾖｺﾊﾏ ﾀﾛｳ 様

※表紙ではなく、表紙の裏
面の見開きページをコピー
してください



９．よくある質問
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Q１ 他の補助金と併用できますか？

併用はできません。

Q２ 工事を契約した後でも補助金をもらえますか？

工事を契約した後は補助金を受けることはできません。補助金交付決定通知を受ける前
に補助対象事業の契約を締結している場合は、補助金の交付対象外となります。

Q３ 工事が来年になりそうです。今年度に申請をして来年度に補助金をもらうこと
はできますか？

できません。補助対象となるのは、単年度で完成する工事です。

Q４ 防災設備等の修繕をしたいです。補助金はもらえますか？

新規に整備・設置する場合のみ補助金の対象となるため、修繕は対象外となります。

Q５ 町内会区域に「重点対策地域」「対策地域」「その他の地域」が混在しています。
補助金の補助率や上限額はどうなりますか？

整備する場所が「重点対策地域」「対策地域」「その他の地域」のどの地域にあたるかに
よって、補助率や上限額が決定します。
例えば、申請者である町内会長のご自宅の付近が対策地域でも、防災倉庫を整備する公
園が「その他の地域」の場合には補助率は10分の５、上限25万円となります。
＜防災設備の整備の場合の例外規定＞
ただし、防災倉庫等の防災設備の整備の場合には、地域まちづくり支援制度要綱に定め
る「まちの不燃化推進事業活動団体」が行う活動対象区域内の整備に限り、重点対策地
域とみなし、補助率や上限額を決定します。

Q６ 整備場所によって補助金の補助率や上限額が異なるのはなぜですか？

整備場所によって補助金の上限額や補助率が変わるのは、地域ごとの地震火災リスクに
応じて支援を重点的に行うためです。延焼の危険性が特に高い「重点対策地域」や、延焼
の危険性が高い「対策地域」では、迅速かつ効果的な災害対策が求められるため、補助
率や補助上限金額が高く設定されています。

Q７ 見積書は横浜市内の事業者からもらう必要がありますか？

見積書の金額（税込）が100万円以上の場合、見積書の徴収は原則として本社が横浜市
内にある事業者から行う必要があります。ただし、100万円未満の場合は市内事業者以
外からの見積書も認められます。

Q８ 見積書は絶対に２者以上必要でしょうか？

見積書は２者以上必要です。



９．よくある質問
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Q９ 市有地に防災倉庫を設置したいです。まずはどこに相談すべきですか？

市有地の公園に設置したい場合には所管部署（土木事務所等）に設置可能かどうかご相
談ください。
土木事務所から発行する「公園施設設置許可書」はP７「６．提出書類」の「7.公共施設管
理者の承諾が確認できる書類」にあたります。
公園以外の市有地の場合にはそれぞれの所管部署にご相談ください。

Q１０ 防災倉庫を設置したいです。建築確認申請は必要ですか？

設置する倉庫の場所や大きさによって、建築確認申請が必要な場合と不要な場合があ
ります。
以下の場合には、建築確認申請は不要です。
■公園等の市有地に設置する場合
｢町の防災組織｣が設置するもので、地域の防災活動に必要な資器材のみを収納し、延べ
面積が５㎡以内であり、通常時は無人で、発災時、防災訓練時及び収納品の点検時等を
除き、内部に人が立ち入らない防災倉庫
■私有地に設置する場合
土地に自立して設置する小規模な倉庫（奥行が１ｍ以下かつ高さが2.3ｍ以下で、床面
積が２㎡以内）のうち、外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立
ち入らないもの [横浜市建築基準法取扱基準集 第１章 総則 1-1 小規模な倉庫の建築基準
法上の取扱いについて 参照]

Q１１ 防災倉庫の中に収納する備品の購入費も補助対象になりますか？

対象外です。

Q12 新設のみ補助対象とのことですが、新設とはどのような状態ですか？

補助金申請時点で設置予定地に既存の同一目的の施設がない状態をいいます。

Q13 申請の流れを教えてください。

補助要件について、事前に相談をしてください。詳細はP５ 「３．申請の主な流れ」をご確
認ください。なお、代理受領制度の利用を希望される場合は、手続きの流れが異なりま
すので、必ず事前にご相談ください。

Q14 土地全部事項証明書、建物全部事項証明書、公図はどこで取得できますか？

法務局で取得してください。

Q15 土地全部事項証明書、建物全部事項証明書、公図の提出はコピーでもかまいま
せんか？

コピーでもかまいません。

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/kisoku/toriatsukai.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/kisoku/toriatsukai.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/kisoku/toriatsukai.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/kisoku/toriatsukai.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/kisoku/toriatsukai.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/kisoku/toriatsukai.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/kisoku/toriatsukai.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/kisoku/toriatsukai.html


９．よくある質問
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Q１６ 代理受領とはどのような制度ですか？

代理受領とは、申請者の委任を受けた請負業者等が、補助金の請求及び受領を代理で
行うことができる制度です。
例えば、20万円の防災設備を設置し、補助金18万円、自己負担額２万円の場合、申請者
は請負業者等に２万円のみを支払うことになり、補助金が交付されるまでの一時的な負
担を軽減することができます。

Q１７ 代理受領制度を利用する場合の申請書類は？

□ 代理受領事前届出書（第14号様式）
 →補助金交付申請書（第１号様式）の提出時に併せてご提出ください。請負業者等

にとっては、支払いの時期が遅くなったり、横浜市宛ての請求書や委任状の追加
書類の準備が必要になったり等の影響が生じますので、必ず、請負業者等にご相
談のうえ、提出してください。

□ 代理受領の委任状（第16号様式）
 →請負業者等補助金交付請求書（第13号様式）の提出時に併せてご提出ください。

なお、請求書と委任状は請負業者等からご提出いただくことになります。

その他、ご不明点がございましたらお気軽に防災まちづくり推進課までお問合せください。


